
甲
Ｂ
第
舗

号
証

電力会社の膜｣だった
原発耐震指針改訂の委員たちゆ

一国会事故調報告書の衝撃

石橋克彦
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福島第一原発の耐震脆弱性として，事故の直接的

原因に直結することであった。

報告誉は，これに加えて,東京電力を中心とす

る電気事業連合会(以下,滝鞭連)5が，耐震設計審査

指針の改訂そのものを，既存原発への影響回避と

訴訟対策のために最低限にとどめるべく規制当局

に強く働きかけ，当局もこれに協調していたこと

を明らかにした。さらに驚くべきことは，公開の

場で指針改訂の審議に当たった学識経験者までが，

電力会社の「虜」となって，原発耐震基準の強化

のための議誌ではなく，事業者の利益のための代

弁をおこなっていたらしいことである。本稿では

この問題を取り上げる。

2011年3月11日(以下.3.11)の東北地方太平洋

沖地震によって発生した東京電力福島第一原子力

発電所事故に関する国会の事故調査委員会(以下・

国会事故圏)'が，去る7月う日に報告書(以下･報告

観2を衆参両院議長に提出し，全世界に公表した。

報告書は，福島原発事故と放射能被害はまだ続

いており，損傷した福島第一原発の脆弱性と被災

住民への対応が急務であるという基本認識をはじ

めとして，結證を11項目にまとめ3，立法府にた

いして七つの提言亀をおこなっている。

結請のなかで，事故の根源的原因は,3.1]以

前の組織的・制度的問題(規制当局が規制きれるべき東

京電力の蝋になったという逆転関係)に起因する東京

電力と規制当局双方の安全対策に関する不作為で

あるとし．事故は「自然災害」ではなく明らかに

「人災」だとした。

3.11以前の東京電力および規制当局の重大な

不作為として報告書が明らかにしたのは，津波対

策やシビアアクシデント(過酷班故)対策の放置と並

んで，福島第一原発の耐震バックチェックとそれ

に伴う耐震補強工事を東京電力がほとんど実施せ

ず，規制庁である経済産業省原子力安全・保安院
（以下,保安院)も十分に督促しなかったという事実

である。ここでいう「耐震バックチェック」とは，

2006年に改訂きれた耐震設計審査指針(後述)に照

らして，それ以前に設世許可された原発施設の耐

震安全性を確認することで，指針改訂直後に保安

院が電気事業者等に実施と報告を指示していた。

これを先延ばししていた怠慢は，3．11時点での
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上記で「原発耐震指針」「耐震設計審査指針」

などと書いたものは，正式名称を「発電用原子炉

施設に関する耐震設計審査指針」という(以下,詣

針)。これは1981年7月に原子力安全委員会(以下・

安全委)が決定し，それ以来，原発の新・増設の安

全審査の際に耐溌設計方針の妥当性を評価するた

めに使われてきた。申請側も最璽要の拠り所とし

ていたから，日本の原発の耐震安全性の根幹をな

していた。

その改訂のための調査審議が，安全委に設けら

れた耐震指針検討分科会(以下.分科会)で2001年7

月に開始され，5年以上をかけて06年8月に最

終案がまとまり，同年9月19日に安全委で決定
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際，公募意見(後述)を受けたあとの最終局面の審

議のやり方が強引で，社会にたいして責任を果た

せないと痛感したので，06年8月28日の分科会

最終回で辞意を表明して途中退席したる

2007年に筆者は，主として地震と地震動に関

して，本誌の8,9,11月号に「原子力発電所の

耐震設計審査指針改訂の諸問題」という批判的な

レビューを3回連斌8した。そのなかでコラムA

のように述べた％

された(以下･改訂前を旧指針,改訂後を新指針という)略

おもな内容は，基本方針，耐震重要度分類，耐震

設計の基準とする地震動(摘れ)，それを検討する

ための地鍵と活断層，耐震設計方針，荷重の組合

せと許容限界,地震随伴事象(周辺斜面の安定性と津波）

などである。筆者も01年12月の第4回会合か

ら分科会の委員になり，討議資料や事務局改訂案

への対案を頻繁に出すなどして，讃極的に審議に

加わった。

新指針ができたとき，安全委やマスメディアは，

十分な審議が尽くされて地震学・地震工学等の般

新知見が取り入れられ，原発の耐震安全性の一層

の向上につながると解説した。しかし筆者は，審

議の過程にも結果にも強い疑問をもっていた。実
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う年余に及んだ分科会が，日本の原発の耐震安

全性を真に高めるための公正で独自な審議の場で
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庁・財団法人原子力発電技術機構(NUmQ・電気

事業者の四者で継続的に協議が続けられた。事業

者は，安全委による指針改訂の蒲手公表は，対外
● ●● ●● ､● ●● ●､ ●

的混乱を避けるために技術的課題の見通しが立っ

てから慎重におこなうべきだと主張し，科技庁と

エネ庁もこれに賛同した。

指針の見直しに早く着手すべきとする安全委員

長の意向を受け，安全委事務局とエネ庁は

NUPECに「耐震検討剣を組織し，指針改訂の

方向性について学者を交えて非公開の議論をおこ

なった。耐震検討会の構成員は学識経験者13人，

電力会社2人,NUPEC1人の計16人だった弧

学識経験者のうち12人は2001年7月に発足し

た耐麓指針検討分科会の委員になったという。耐

はなく，結諭が先にきまっていたセレモニーに過

ぎなかったのではないかという筆者のコラムA

の推測は，国会事故調の報告書によって明白にな

ったと思われる。

報告書によれば'9電気事業者は，指針改訂に

は既設炉への影響評価と訴訟への配慮が必要との

認識から，公開審議に向けて原案作り等を周到に

準備していた。事業者の認識は，規制側の安全委

事務局，通商産業省(当時)の資源エネルギー庁原

子力安全審査課なども共有していた(2001年1月5

日以前には保安院はなかった)。1”8年秋には電事連が

指針改訂についての中間報告をまとめ，エネ庁か

ら安全委と科学技術庁俵全委の耳嚇を担当していた)に

非公式に説明された。その後も，科技庁・エネ

Ｐ
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る」と規定している。

この問題について，石橋(2007c)はコラムBのよ

うに書いた'3･そこにあるように，評価期間を旧

指針より大幅に拡げるべきだという筆者の提案は，

過去う万年間を変える必要はないという衣笠委

員の強い反対にあって，長い膠蒲状態が続いた。
しかるに，国会事故調の報告書によれば，電事

連資料に以下のような記載があり，電気事業者の

意見が委員を通じて，分科会に提示されたことが

認められるという。すなわち，

震検討会ば1999年度に3回，2000年度に6回

開催されたようである。

ちなみに，01年7月10日の第1回分科会開催

時の委員は，青山博之(主査)，秋山宏，阿部清治，

石田瑞穂，伊部幸美，入倉孝次郎，大竹政和(主在

代理)，神田順衣笠善博，小島圭二，近藤駿介，

柴田碧，濱田政則，原文雄，藤田隆史，翠川三郎，

山内喜明の各氏(計17名,主壷と主壷代理は第1回会合で

決定)であった(東京電力尾本部長,IM面電力中材部長も出席)。

その後，途中で阿部，伊部，近藤の3氏が退任し，

石橋克彦，亀田弘行，佃栄吉，平野光將,村松健

のう氏が加わって，2006年8月28日の第48回
(賎終回)分科会開催時の委員は19名であった。

報告書によれば，安全委事務局と保安院原子力
安全審査課は，分科会の調査審議が公開のもとに
開始されてからも非公開の会議(原子力安全協会の
臓鍵設計尚度化調査専門委員会｣等)を利用し，学識経

験者との意見調整を続けたという。

｢特定委員をサポートし，（活断隔の評価籟問が)う万

年で十分であることを主張していただくが(竃力

意見は先生からのコメントとして分科会提示予定)，併せ

て，現実の活断層のうち，調査・評価のプラク

テイスを無視している「13万年」案の代案と

して，現実に運用可能で，合理的評価により既

存発電所への影響も少ない代案を検討し，同様
に特定委員から分科会で提示いただく予定。ま

た，活断層専門家の合意は必須であるため他委
員への説明を並行して実施｣。

指針改訂に関する事業者側の大きな関心事は，

既設炉にたいするバックフイッ1､(新指針の規定の逼
及適用)を阻止することと，バックチェックの猶予

期間を設けて限定的にしてもらうことであり，報
告書はこの問題に関する調査結果も記している。
しかし，本稿ではこれには触れない。

事業者側は，「活断層の評価期間」と「震源を
特定せず策定する地震動」にも神経をとがらせて
いた。

分科会の委員には活断層を専門とする変動地形
学者はいなかったが，地質学の衣笠・佃両委員が
近い分野だった。衣笠委員は第20回会合に「活

断層についてのコメント」という資料を提出し，
旧指針の「ﾗ万年韮準」を変える必要がないこと

を力説した。佃委員も，分科会全体を通じて衣笠
委員に同調した。「約13万年」が優勢になって
きた05年12月1日の第32回分科会に提出され
た衣笠．佃両委員連名の「耐震設計上考慮する活

断層について」という提案では，指針本文案に期
間の明示がなく‘解説文案も慾意性を残すものだ
ったが，「実際の運用においての対応」として

「我が国に分布する広域火山灰の一つであり最終
間氷期の末期のAso-4火山灰(約9万年前)は日本全
国に広く分布することが知られており，後期更新
世の年代決定において有力な鍵層となっている。
したがって，耐震設計上考慮する活断層であるか
否かの判断に,Aso-4火山灰を使うことが可能で
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a.活断層の評価期間

耐震設計上考慮すべき活断層の評価期間が，旧
指針の過去う万年間から過去13万～12万年間に
拡大されたのが，新指針の大きな特徴の一つであ
る。この点について指針は，「耐･震設計上考感す
る活断層としては，後期更新･世"以降の活動が否
定できないものとする。なお，その認定に際して
.は最終間氷期狸の地層又は地形面に断層による変
位．変形が認められるか否かによることができ
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ある」と書かれていた。

しかし最終的には，この問題では電事連の要求

は通らなかった。その結果，その後新指針にたい

する耐震パックチェックの一環として実施された

電力各社の活断層調査により，あちこちの原発で

考慮すべき活断層が増えることになった。

b･霞源を特定せず策定する地震動

新指針は，耐震設計の基準地震動に関して，旧

指針でS,･Szと二本立てだったものをSsに一本

化し，厳しくした形になっている。Ssは，鰍地
ごとに震源を特定して策定する地愛動」と「震源

を特定せず策定する地震動」の両方を策定するこ

ととされた。前者に関係するのが活断層だ筑・活

断層力瀧認されなくとも大地麓が発生することが
ある。つまり，敷地周辺の活断層の詳細な調査を
しても，内陸地殻内地震をすべて事前に評価でき

るとは言い切れないから，詳細鯛査の結果に関係

なく，すべての申請で共通に考慮すべき地震動と
して「震源を特定せず策定する地震動」が規定さ
れた。

「震源を特定せず策定する地震動」は，「震源と
活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻
内の地震について得られた震源近傍における観測

記録を収集し，これらを基に(中略)基準地震動Ss
を策定することとする」とされている。しかし，

これは恋意性と過小評価を許す規定である。具体

的な策定値は申請者にまかされる瓶電力会社側
の日本電気協会が示した加藤ほか(2004>という

「模範解劉では，班7級地震の強い地震動記録
をすべて「活断層と関連付けられる」と屈理屈を
つけて参照から排除し，班6.6までの地震の揺れ
しか用いていない14。その結果，最大加速度は

450Galで，旧指針の班“による373Galから
たいして増えていない。

錨昔は，この問題は抜本的に見直すべきだと考
えて，コラムC(石橋,2CO7句だにあるような考え方

・を主張し続けた。．

いつぽう，国会事故調の報告書が明らかにした

電事連資料には，

｢『震源を特定せず策定する地震動』を430Gal

で抑えたいが，もっと大きくすべきと主張する

委員がいることに関して原子力で考慮している

地震動が一般の設計や防災で考慮している地震

動と比べ同等以上であることを主要委員に説明

していく」

と書かれている。

コラムCのなかにあるよ.うに，強震動研究の

大御所である入倉委員の首を傾げざるをえないよ

うな熱弁などがあり，「震源を特定せず策定する
地震動」については電事連の希望が完全に通って、

しまった｡しかし,2007年新潟県中越沖地震を
はじめとする相次ぐ地震と強震動の発生は，この

ときの議競と結講に重大な問題があったことを示

している。

c･蝋見への対応

分科会は06年4月28日の第43回会合で新指

針の案をとりまとめ，公示と意見募集がおこなわ
れた。一般の関心は非常に高く，5月24日から

の30日間で約700件の意見が寄せられた。この

墹，中国電力島根原発(松江市)の近くで，電力会

社と審査当局が否定していた活断層がトレンチ調

査によって明瞭に砿認されるという大事件16が起
こったこともあり，原案の大きな修正を求める重

要な意見が多数あった。事務局は，当初は簡単な

回答を流すだけで終えるつもりだったようだが，

筆者は同年4月に施行された改正行政手続法39
条に則って十分な審議をおこなうことを要求し，

結局，7～8月にう回の長時間の会合が開かれた。

筆者は，公募意見を踏まえて，あらためていく
つもの修正案を提出したが，畷誇を蒸し返さな

い」が分科会の合い言葉のようになって，ほとん
どが否定された。議議が熾烈を極めた第47回会

合い6年8月22日)では，筆者の名誉を鐘損するよ

うな発言や，筆者の発言中に延々 と誤った自鋭を
述ぺる委員などがあったが，終わったとき衣笠委

員に「何でこんな男を分科会の委員にしたん
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だ！」と怒鳴られた。終了後，研究室の遠い先輩

に当たる大竹主査代理と食事をしたが,本日の石

橋意見は一つも採用急れないだろう，燃し返
し」というのは表向きで，既股炉の運転継続がで

きなくなるから変えたくないのだとはっきり言わ

れた。しかし，既設炉が止まって困るのは委員で

はなくて電力会社だから，この意味するところは，

結局，委員が電力会社の意向を体現していたとい

うことだろう。

委員会で電力側の代弁をしたと思われる専門家

は，槻制の虜(R"hmzyGPn'③｣蝉告密参照)とはや

やメカニズムカ樋うだろうが，電気事業者の虜の

ごとくに働いたとみられても仕方がない。あるい

は，臘制の虜」構造の官・業癒蓋のもとで，国

策の護持が使命だという観念に取り付かれていた

のかもしれない。しかし，社会全体からみればi

専門家としての誇りと責任感の喪失であり，決定

的な信頼の失墜だといわざるをえない。

いずれにしても，耐震指針検討分科会の調査審

畿は，福島原発事故の根源的原因のワンステップ

であったことは確実である。
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頁)，要約版(99頁)，ダイジェスト版(10X)からなり，上配ホ

ームページからダウンロードできる。英文版もあり。

3－甥臘の共有化，率故の根源的原因，率故の直接的醗因，迩転

上の問題の酔風緊急時対応の問題，被害披大の要因，住民の

被害状況，問題解決に向けて，頓築者，規制当局，法規制の11

項目。

4-①規制当局に対する国会の監視，②政府の危機管理体制の見

直し，③披災住民に対する政府の対応,④遼気事築者の匿視，
⑤新しい規制§準の要件，③原子力法規制の見直し，⑦麹立飼

査雲員会の活用。さらに提曾の実現を解え，また，国会による

錘錘藍型が必要な事現を本園付録として漆付している。

6－日本における電気率菜の遜営の円滑化を図るために1952年

11月に全国9忽力会社により段立された団体。2M年3月に

沖縄電力が加入。

6－新指針間侭の箕料は安全製のhttpWwwbnsGgoJmtalshinko

jdIMnd"hmに虫とめられている。虫た，耐霞指針検肘分科会の
金48回の会阻翼料と速妃録はh!tp:WWW.nsc･90･iPhenmonfhi

d亜I舟璽IsInbun｡himに掲融されている。

7－石摺克彦:科学，78,9“(20”8石樹克彦$恩発浬災蕾鐘

の軌跡.七つ森書館(2012)に再録

8－石楓克彦:科学.､77,884(2007a),920(2007b)．1206

(mO7Q;「科学」阻築部懸原発と痩災，岩波書店唾011)に再
録

9－須揺(2DOm)の”､887～888

10－報告書の第5部の「5．Z1耐震股叶騨査招針の改訂経緯」

11．－約13万～12万年前から約1万年前までの地貢跨代(それ
以降は現在虫で「完訴世」という）

12－約13万～12万年前から約8万～7万年節まで

13－石樹(2007ののp.1208

1滝橋但pmb)のpp､m6～927

15－石楓(2007c)のpp､1210～1211

16-石栂但"7a)のpp､889～890
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